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要援護者の把握等について   



要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について   

（関係課長連名通知（平成19年8月10日付）の概要）  

①要援護者の把握について  

要援護者として想定される高齢者や障害者等の情報については、市町村の福祉関係部局において、要   

介護認定情報や障害程度区分情報等により情報把握に努めること。  

②要援護者情報の共有について  

・災害時に要援護者の避難支援等を行うため、 

携して、要援護者情報 ′ 

町村は民生委員児童委員に対し必要な情報を提供し、平常時における民生委員児童委員活動に支  
障が生じないよう配慮すること。  

③要援護者支援について   

（平常時における支援）  

民生委員児童委員による、日常的な見守り活動や相談・支援活動等に積極的に取組み、情報の把握   
に努め、各市町村の福祉関係部局においては、民生委員児童委員を通じて要援護者の情報が市町村に  
集約されるような体制づくりを行うこと。   

（災害時における支援）  

市町村の福祉関係部局においては、発災後、民生委員児童委員が担当する要援護者の安否確認を  
速やかに行うことのできる体制を構築すること。  

④市町村地域福祉計画における要援護者支援方策の明記について   

紳 市町村地域福祉計画†こおいて、地域における要援護者に係る情 こ  

→詳細な事項については、別途通知（平成19年8月10日社会・援護局長通知）  ついても  込むこと   
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個人情報保護との関係について  

○ 個人情報を他の関係機関と共有するための方式  

① 手上げ方式   

要援護者登録制度の創設について広報・周知した後、自ら要援護者   
名簿等への登録を希望した者の情報を収集する方式  

② 同意方式   

要援護者に直接働きかけ、必要な情報を収集する方式  

③ 個人情報保護条例で明記する方式   

地方公共団体の個人情報保 護条例において、保有 個人情報の目的   

外利用・第三者提供を可能とする規定を整備することにより、要援護   
者本人から同意を得ない場合であっても、個人情報を他の関係機関と   
の間で共有できる方式。  

好原人停＃原産蒼顔に．方げ右脚朋・屠三者窟如職きわる脚  

∴本人以外の者仁尿青原人膚好薮窟辞す名ことが静らカl仁本人の劇益仁を名よ認めらカ   
名と卓ノ  

〕   



要揺護書の支援万策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項  
（社会・援護局長通知（平成19年8月10日付）の概要）  

① 要援護者の把握に関する事項   

○ 要援護者の把握方法  

② 要援護者情報の共有に関する事項   

○ 関係機関間の情報共有方法   

○ 要援護者情報更新のための方法  

③ 要援護者の支援に関する事項   

○ 日常的な見守り活動や助け合い活動の推進方策   

○ 緊急対応に備えた役割分担と連絡体制づくり  

ん   



天野委員提供資料   



行政から民生委員・児童委員 への、要援護者支援に  

要する個人情報の提供状況  

「市区町村民生委員児童委員協議会等活動実態調査報告書2006」（全民児連／平成19年3月）より抜粋  

法定単位民児協が地域の要援護者支援を行うにあたって、希望する個人情報の行政の提供が「受けられている」法  
定単位民児協は26．8％であり、これに「ほぼ受けられている」（33・2％）を含むと全体の60・0％となる0  

「ぁまり受けられていない」（31・5％）と「まったく受けられていない」（6・7％）の合計は38・2％と、4割近くに  
達している。   



行政から情報提供を受けて保有できている、  
地域の要援護者にかかる対象別情報の内容  

「市区町村民生委員児童委員協議会等活動実態調査報告書2006」（全民児連／平成19年3月）より抜粋＿＿  

0  20  40  60  80（％）   

情報提供により保有でき  

ている情報の内容は、「ひ  
とり暮らし高齢者」61．6％、  

「生活保護受給者あるいは  
世帯」61．0％。   

「母子世帯」25．4％、  

「父子世帯」19．8％と低率。  

「障害者・児に関する情  

事臥 21．5％と低率。  

（N＝1，919）   
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全国民生委員児童委員連合会「民生委員・児童委員発災害時一人も見逃さない運動」  

における単位民児協ごとの取り組み状況（複数回答）  

「民生委員■児童委員発災害時一人も見逃さない運動」推進状況調査報告書より抜粋（全民児連／平成19年11  

円  

No．  カテゴリー名   n   ％   

口  要援護者台帳を整備した   2668  50．1   

2  災害マップを作成した   1456  27．4   

3  避難・防災訓練を実施した   623  11．7   

4  災害対応マニュアルを策定した   421  7．9   

5  要援護者の災害時のニーズ把握調査を実施した   872  16．4   

6  その他   259  4．9  

ステップ3はやっていない   1931  36．3  

全体   5322  100．0   

80．0   100．0   60．0  40．0  20．0  0．0  

∋  
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地
震
で
被
害
の
大
き
か
．
っ
 
 

た
輪
島
市
門
前
町
。
高
齢
者
 
 

が
人
口
の
ほ
ぼ
半
分
を
占
め
 
 

る
過
疎
の
町
だ
が
、
地
域
の
 
 

民
生
委
員
に
よ
る
素
早
い
安
 
 

否
確
認
な
ど
が
功
を
奏
し
 
 

た
。
し
か
し
、
同
市
で
は
介
 
 

護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
ら
 
 

の
対
策
を
事
前
に
ま
と
め
て
 
 

離
萱
半
島
地
震
で
震
度
6
強
を
 
 

記
録
し
た
石
川
県
輪
島
市
門
前
町
 
 

は
全
壊
4
4
裸
、
半
壊
9
6
棟
と
最
大
 
 

の
被
害
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
風
涛
 
 

家
屋
に
よ
る
死
者
は
な
く
、
行
方
 
 

不
明
者
も
ゼ
ロ
だ
っ
た
。
高
齢
化
 
 

率
約
椚
％
の
町
が
地
震
発
生
か
ら
 
 

数
時
間
で
す
べ
て
の
高
齢
者
の
状
 
 

況
を
把
達
し
、
重
傷
4
人
、
軽
傷
 
 

‖
人
と
人
的
被
害
を
最
小
限
に
食
 
 

い
止
め
ら
れ
た
理
由
は
、
町
独
自
 
 

の
「
高
齢
者
マ
ッ
プ
」
の
存
在
に
 
 

あ
っ
た
。
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
 
 

へ
の
突
入
を
控
え
、
災
害
対
策
の
 
 

大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
だ
。
 
 
 

門
前
町
が
マ
ッ
プ
を
作
製
し
た
 
 

契
機
は
、
平
成
7
年
の
阪
神
大
震
 
 

民
生
委
員
、
即
座
に
各
戸
訪
甲
 
 

災
で
相
次
い
だ
高
齢
者
の
孤
独
死
 
 

だ
っ
た
。
石
川
県
は
同
年
、
全
市
 
 

町
村
に
各
地
区
ご
と
の
「
高
齢
者
 
 

等
蓋
毒
舌
マ
ッ
プ
」
の
作
製
を
 
 

通
達
。
県
の
要
請
は
丁
人
暮
ら
 
 

し
」
 
「
夫
婦
の
み
」
な
ど
家
族
構
 
 

成
を
○
や
△
な
ど
の
記
号
で
分
け
 
 

る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
、
当
 
 

時
、
旧
門
前
町
（
合
併
後
、
輪
島
 
 

市
）
健
康
福
祉
課
長
だ
っ
た
佐
藤
 
 

千
賀
子
さ
ん
（
5
9
）
が
「
一
目
で
わ
 
 

か
る
よ
う
に
」
と
地
図
上
の
各
戸
 
 

を
生
活
状
況
に
応
じ
て
色
分
け
す
 
 

お
ら
ず
、
震
災
後
の
対
応
は
 
 

後
手
に
回
っ
た
。
 
 
 

安
否
の
確
認
で
活
躍
し
た
 
 

の
は
、
地
元
で
暮
ら
す
民
生
 
 

蓼
員
だ
っ
た
。
合
併
前
の
旧
 
 

門
前
町
が
独
自
に
作
っ
た
高
 
 

齢
者
世
帯
を
色
で
区
別
し
た
 
 

地
図
を
使
い
、
く
一
軒
一
軒
を
 
 

訪
問
し
た
。
ま
た
、
門
前
町
 
 

不
明
ゼ
ロ
「
高
齢
者
マ
ッ
プ
」
大
活
躍
 
 

る
こ
と
に
し
た
。
 
 
 

「
寝
た
き
り
の
高
齢
者
」
丁
 
 

人
暮
ら
し
の
高
齢
者
」
「
高
齢
者
 
 

夫
婦
」
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
ピ
ン
 
 

ク
、
黄
、
繚
で
塗
り
分
け
て
い
 
 

る
。
 
 
 

町
は
約
7
8
0
0
人
の
う
ち
6
5
 
 

歳
以
上
の
高
齢
者
が
約
3
了
0
0
 
 

人
で
、
高
齢
化
率
は
約
4
7
％
。
全
 
 

国
平
均
を
大
き
く
上
回
る
。
こ
の
 
 

た
め
、
町
内
の
民
生
委
旦
が
毎
年
 
 

未
に
調
査
、
更
新
し
て
マ
ッ
プ
の
 
 

精
度
を
上
げ
て
い
る
。
町
と
民
生
 
 

に
は
民
生
委
員
と
そ
れ
を
支
 
 

え
る
福
祉
推
進
委
鼻
は
計
百
 
 

四
十
七
人
い
る
。
．
輪
島
地
区
 
 

の
二
倍
近
く
い
た
こ
と
も
幸
 
 

い
し
た
。
 
 
 

し
か
し
、
民
生
委
員
に
も
 
 

高
齢
者
が
多
く
、
被
災
し
た
 
 

人
が
塁
止
つ
。
関
係
者
の
聞
 
 

か
ら
は
、
多
く
の
役
割
を
期
 
 

4時間半で確認  

地震の輪島・門前町  

持
す
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る
 
 

声
が
あ
る
。
視
察
で
訪
れ
た
 
 

神
戸
市
職
員
は
「
震
災
後
に
 
 

は
地
域
内
の
相
互
支
援
が
崩
 
 

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
行
政
の
 
 

支
援
が
必
要
だ
」
と
助
言
す
 
 

る
。
 
 
 

輪
島
市
の
事
前
の
備
え
が
 
 

不
＋
分
だ
っ
た
こ
と
も
浮
か
 
 

び
上
が
っ
た
。
 
 
 

国
は
二
〇
〇
五
年
に
「
災
 
 

害
時
要
援
謹
書
の
避
難
支
援
 
 

妻
臭
が
同
じ
マ
ッ
プ
を
保
有
す
る
 
 

こ
と
で
連
携
も
取
り
や
す
い
。
 
 
 

2
5
日
午
前
の
地
霊
発
生
直
後
、
 
 

輪
島
市
役
所
門
前
支
所
が
町
内
全
 
 

8
地
区
の
民
生
萎
鼻
ら
に
災
害
時
 
 

対
応
の
優
先
電
話
で
高
齢
者
ら
の
 
 

所
在
確
撃
ぞ
依
頼
。
民
生
委
員
ら
 
 

は
こ
の
マ
ッ
プ
を
活
用
し
て
町
内
 
 

の
蕾
署
宅
を
戸
別
訪
問
し
、
体
 
 

調
や
家
の
損
壊
程
度
を
稽
賢
し
た
 
 

が
ら
公
民
館
な
ど
の
避
難
所
に
誘
 
 

導
し
た
。
支
所
に
も
次
々
と
情
報
 
 

が
あ
が
り
、
発
生
か
ら
約
4
時
間
 
 

市の対応は後手に  

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
雫
 
 

災
害
時
に
は
高
齢
者
や
障
害
 
 

者
を
保
指
す
る
た
め
の
施
鱒
 
 

を
ま
と
め
る
よ
う
自
治
体
に
 
 

求
め
て
い
る
。
鹿
島
市
は
ほ
 

と
ん
ど
手
を
つ
け
て
な
く
、
 
 

特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
 
 

人
の
リ
ス
ト
も
な
か
つ
た
。
 
 
 

ま
た
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
 
 

求
め
る
福
祉
避
軽
所
も
用
意
 
 

し
て
い
な
か
っ
た
。
避
難
所
 
 

で
の
生
活
が
因
醍
な
人
の
た
 
 

全
長
の
状
況
が
把
握
で
き
た
。
 
 

2
0
分
後
の
午
後
2
時
に
は
高
齢
者
 
 
 

実
際
に
マ
ッ
プ
を
手
に
高
齢
者
 
 

の
確
警
し
た
鷲
地
区
の
民
生
 
 

委
員
、
徳
山
忠
志
さ
ん
（
6
5
）
は
 
 

「
頭
の
中
で
も
近
隣
の
高
齢
者
を
 
 

把
握
し
て
い
る
つ
も
り
だ
が
、
マ
 
 

ッ
プ
が
ー
の
る
と
、
今
回
の
よ
う
た
 
 

緊
急
時
で
も
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
 
 

ら
確
実
に
確
認
で
き
る
安
心
感
が
 
 

あ
っ
た
」
と
宿
す
。
徳
山
さ
ん
は
 
 

地
区
内
の
約
些
戸
の
高
齢
者
宅
す
 
 

べ
て
を
約
－
時
間
で
確
認
し
た
。
 
 
 

め
の
施
 
 

設
で
、
輪
島
市
は
 
 

地
震
後
の
三
月
末
、
急
き
ょ
 
 

市
内
の
施
設
に
協
力
を
要
 
 

碍
。
四
月
に
入
っ
て
よ
う
や
 
 

く
受
け
入
れ
が
始
ま
っ
た
。
 
 
 

避
鎮
所
で
は
、
仮
設
ト
イ
 
 

レ
の
段
差
を
上
れ
な
い
高
齢
 
 

者
が
続
出
。
付
き
添
い
で
き
 
 

る
人
も
少
な
く
、
高
齢
者
が
 
 

顔
見
知
り
の
高
齢
者
を
助
け
 
 

る
格
好
に
な
っ
た
。
損
壊
が
 
 

激
し
い
自
宅
に
残
る
人
も
少
 
 

な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
 
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
サ
ポ
ー
ト
 
 

に
入
り
、
枚
漬
物
興
が
届
く
 
 

に
つ
れ
、
徐
々
に
改
善
さ
れ
 
 

て
い
る
。
 
 

実
際
の
活
用
に
つ
い
て
、
佐
藤
 
 

さ
ん
は
「
こ
れ
ま
で
に
も
毎
年
、
 
 

台
風
な
ど
が
く
る
た
び
に
何
度
も
 
 

実
験
し
て
い
た
た
め
、
今
回
の
 
 

『
本
番
』
で
も
蚕
豆
い
対
応
が
可
 
 

能
に
な
っ
た
の
で
は
た
い
か
」
と
 
 

分
析
す
る
。
 
 
 

県
の
通
達
が
出
た
一
年
当
時
は
 
 

他
の
市
町
村
も
高
齢
者
マ
ッ
プ
を
 
 

作
製
し
た
が
、
最
近
の
個
人
情
報
 
 

保
護
の
流
れ
で
い
つ
の
間
に
か
廃
 
 

止
さ
れ
た
と
い
う
。
旧
門
前
町
で
 
 

は
過
去
に
高
齢
者
の
孤
独
死
が
3
 
 

件
相
次
い
だ
た
め
、
独
自
で
続
け
 
 

て
い
た
マ
ッ
プ
作
り
が
今
回
の
地
 
 

震
で
威
力
を
果
準
彗
u
を
食
い
 
 

止
め
た
。
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■ マップ   

能
登
半
島
地
震
の
被
災
地
 
 

で
は
、
民
生
委
員
ら
が
独
白
 
 

に
作
っ
た
二
面
戟
著
マ
ッ
 
 

フ
」
を
も
と
に
地
震
発
生
直
 
 

後
か
ら
お
年
寄
り
や
介
護
の
 
 

必
要
な
人
の
自
宅
を
回
り
、
 
 

短
時
間
で
安
否
確
認
を
終
え
 
 

た
地
区
が
あ
っ
た
。
内
帯
府
 
 

は
認
知
症
な
ど
支
援
の
必
要
 
 

性
が
高
い
「
災
害
琴
看
」
の
 
 

抽ケ江地区で作っている地図のイメージ  

安
否
確
認
4
時
間
で
 
 

情
架
を
自
治
体
の
防
災
担
当
 
 

者
と
福
祉
担
当
者
、
民
生
委
 
 

員
ら
が
共
有
す
る
仕
組
み
の
 
 

確
立
を
呼
び
か
け
る
が
、
個
 
 

人
情
轟
保
護
法
が
壁
に
な
り
 
 

進
ん
で
い
な
い
。
 
 

地
震
発
生
か
ら
約
1
満
席
 
 

∵
■
、
り
 
 

半
後
。
石
川
県
七
尾
市
翔
け
 
 

江
地
区
の
民
生
委
員
、
姥
清
 
 

薫
さ
ん
（
6
3
）
は
、
独
り
暮
ら
 
 
 

七尾・輪島の地区民生委員ら整備  

し
の
お
年
寄
り
の
家
を
一
軒
 
 

一
軒
回
り
始
め
た
。
 
 

同
地
区
で
は
3
年
ほ
ど
前
 
 

か
ら
6
5
歳
以
上
の
独
居
は
 
 

「
赤
」
、
夫
婦
2
人
と
も
花
歳
 
 

以
上
な
ど
は
「
書
」
、
在
宅
要
 
 

介
護
者
は
「
責
」
と
色
分
け
 
 

し
、
民
生
委
員
や
町
会
孟
宅
 
 

に
は
旗
の
印
な
ど
を
付
け
た
 
 

地
図
を
手
作
り
し
て
い
る
。
 
 
 

姥
清
さ
ん
は
約
1
時
間
で
 
 

担
当
の
1
3
世
帯
全
員
の
無
事
 
 

を
確
認
し
た
。
 
 
 

同
市
は
地
震
発
生
か
ら
約
 
 

4
時
間
後
に
各
地
区
の
代
表
 
 

者
に
見
回
り
を
要
請
し
た
 
 

が
、
そ
の
時
点
で
対
象
の
約
 
 

3
6
0
0
世
帯
の
多
く
の
無
 
 

事
が
確
認
さ
れ
て
い
た
。
 
 
 

同
県
室
員
市
の
旧
門
前
町
 
 

地
区
で
も
阪
神
大
震
災
の
9
5
 
 

年
以
降
、
民
生
委
員
が
独
居
 
 

や
病
弱
な
高
筆
者
の
家
を
色
 
 

分
け
し
た
地
図
を
作
っ
て
お
 
 

り
、
発
生
4
時
間
後
に
は
ほ
 
 

ぼ
す
べ
て
の
要
援
護
者
の
所
 
 

在
を
確
認
し
た
と
い
う
。
 
 
 

内
閣
府
は
昨
年
3
月
、
全
 
 

国
の
市
町
村
向
け
に
、
認
知
 
 

症
や
障
害
な
ど
支
援
の
必
要
 
 

性
が
高
い
「
要
遠
謀
著
」
に
 
 

絞
っ
た
リ
ス
ト
を
作
り
、
市
 
 

町
村
の
防
災
担
当
と
福
祉
担
 
 

当
の
間
や
民
生
委
員
な
ど
住
 
 

民
と
の
問
で
共
有
す
る
よ
う
 
 

求
め
る
指
針
を
出
し
た
。
 
 
 

安
否
確
認
に
加
え
、
民
生
 
 

委
員
が
被
災
し
て
活
動
が
莞
 
 

し
い
場
合
で
も
遅
筆
誘
導
や
 
 

達
筆
所
で
の
生
活
支
援
を
可
 
 

能
に
す
る
計
画
だ
が
、
な
か
 
 

な
か
広
ま
ら
な
い
と
い
う
。
 
 
 

内
閣
府
の
担
当
者
は
「
個
 
 

人
情
事
保
護
法
が
禁
じ
て
い
 
 

る
個
人
情
哉
の
目
的
外
利
用
 
 

や
第
三
者
提
供
の
問
高
が
ク
 
 

リ
ア
で
き
な
い
の
で
は
な
い
 
 

か
と
心
配
す
る
市
町
村
が
多
 
 

く
、
妻
援
護
者
リ
ス
ト
の
製
 
 

作
、
共
有
を
進
め
る
窒
に
な
 
 

っ
て
い
る
」
と
話
す
。
 
 
 

東
京
都
板
橋
区
は
、
自
力
 
 

で
遺
棄
が
蒸
し
い
人
に
自
ら
 
 

宇
を
挙
げ
て
も
ら
う
方
法
を
 
 

と
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
約
7
 
 

0
∩
人
が
葦
警
情
宝
の
共
 
 

有
先
も
、
導
葉
署
、
消
防
 
 

署
、
消
防
団
、
民
生
委
員
、
 
 

住
民
防
災
組
滝
の
中
か
ら
本
 
 

人
が
選
べ
る
。
 
 
 

阪
神
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
 
 

た
神
戸
市
真
東
区
の
魚
崎
地
 
 

区
は
要
援
護
者
が
名
乗
り
出
 
 

る
と
、
そ
の
人
を
助
け
ら
れ
 
 

そ
う
な
近
所
の
人
を
決
め
て
 
 

畳
表
。
博
学
ゼ
清
用
し
て
見
 
 

守
り
や
道
票
訓
練
を
し
、
災
 
 

害
に
構
え
て
い
る
。
一
方
で
、
 
 

登
録
を
希
望
せ
ず
、
支
澄
の
 
 

鶉
か
ら
漏
れ
る
人
へ
の
対
応
 
 

も
誤
差
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 




